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③ 一般職の職員の級別職員数等の状況
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② 職員の平均給与月額、初任給等の状況
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人事行政の運営等の状況を公表します

町政に対してより一層のご理解をいただくために、平成17年12月に制定された「白鷹町人事行政
の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、人事行政の運営等の状況についてお知らせします。

【問い合わせ】  総務課総務係　☎85-6120

  各任命権者からの報告の概要

01
① 職員の採用の状況
令和４年度の職員採用は、一般行政職７人、医療職３人（放射線技師１人、看護師２人）の合計10人です。

② 再任用の状況
再任用職員は、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち、改めて採用される職員で、地方公務員法第28条

　の４の規定により採用される常時勤務職員と、同法第28条の５の規定により採用される短時間勤務職員がいます。
　令和４年度においては、常時勤務での採用が１人、短時間勤務での採用が１人です。

２人 ２人 ０人
31 人 33 人 ２人
12 人 11 人 ▲１人
１人 １人 ０人
15 人 16 人 １人
８人 ７人 ▲１人
12 人 12 人 ０人
12 人 14 人 ２人
９人 ８人 ▲１人
102 人 104 人 ２人

12 人 12 人 ０人

53 人 52 人 ▲１人
３人 ３人 ０人
４人 ４人 ０人
12 人 11 人 ▲１人
72 人 70 人 ▲２人
186 人 186 人 ０人

１人 ２人 １人

０人 １人 １人

６人 ６人 ０人

③ 職員の退職の状況
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④ 部門別職員数の状況と主な増減理由
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